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〉 業務運営効率化・適確化

より安全で、効率的かつ適確なサービスを安定的に
利用者に提供できる総合的な仕組みの構築

水先サービスの高度化・基盤強化

水 先 制 度 改 革

船舶交通の安全確保水先人の養成・確保

水先料金に係る規制緩和
・省令料金制廃止
（上限認可制を導入）

水先料金に係る規制緩和
・省令料金制廃止
（上限認可制を導入）

ベイ水先区とハーバー水先区の統合

透明で責任のある業務遂行の確保

・水先人会の法人化
・ユーザー対応窓口の設置
・財務諸表の公開

水先業務運営の適確化のための
自主自律的な機能の強化

・水先人会及びその連合会により、
事故を起こした水先人の処分
全国的な水先サービスの提供の確保

等を実施

ベイ水先区とハーバー水先区の統合

透明で責任のある業務遂行の確保

・水先人会の法人化
・ユーザー対応窓口の設置
・財務諸表の公開

水先業務運営の適確化のための
自主自律的な機能の強化

・水先人会及びその連合会により、
事故を起こした水先人の処分
全国的な水先サービスの提供の確保

等を実施

資格要件の緩和、
等級別免許制の導入

・三段階の等級別免許制

資格要件の緩和、
等級別免許制の導入

・三段階の等級別免許制

○資格要件緩和の中でも安全を確保

資格要件の見直し・養成教育
の充実強化
・水先人養成施設による養成課程

の修了を資格要件化

免許の更新要件の見直し
及び更新期間の短縮
・水先免許更新講習の課程の

修了を免許の更新要件化
・高齢水先人等の免許の更新

期間を短縮

資格要件の見直し・養成教育
の充実強化
・水先人養成施設による養成課程

の修了を資格要件化

免許の更新要件の見直し
及び更新期間の短縮
・水先免許更新講習の課程の

修了を免許の更新要件化
・高齢水先人等の免許の更新

期間を短縮

- 1 -

緊急的・臨時的な
強制水先の適用

緊急的・臨時的な
強制水先の適用

緊急的・臨時的な船舶

交通の安全確保の要請

全国一律の省令

料金で硬直的

業務運営の効率化・

適確化の要請

日本人船長減少の中、

早晩、水先人不足を招来



水先人不足の到来への対応～免許制度等の見直し～

このままでは、
早晩、水先人不足！

２．試験等の制度改正２．試験等の制度改正

養成教育制度の導入

座学、シミュレータ訓練、船社、タグ会社等に
よる実地訓練、水先現場における実地訓練を
一体的に実施

○公正で適確な養成教育の実施の確保
・養成施設の登録制
・公平・公正な参入要件

現行制度現行制度 １．資格要件の緩和１．資格要件の緩和

対策

等級別免許制の導入

＜資格要件＞

１級：現行水先人と同等

２級：一定の船長・航海士経験

３級：三級海技士免許を有する

新規学卒者等

水先人の安定的かつ
継続的な確保

資格要件の緩和による供給源拡大・多様
化に対応しつつ、水先人の安全レベルの
維持・向上を図る。

免許更新制度の見直し

○免許更新期間の見直し

・２級又は３級水先人であって初めて免許を

受けた者等一定の要件に該当する者は、

免許の更新期間を短縮

○免許更新時における講習制度の創設

・更新講習の登録制

現行の資格要件：船長３年
※３千トン以上の船舶
（平水区域のみを航行区域とする船舶を除く）

（水先人の供給源＝外航船長）

現行の資格要件：船長３年
※３千トン以上の船舶
（平水区域のみを航行区域とする船舶を除く）

（水先人の供給源＝外航船長）

日本人船長の不足

○年間最低３０名程度の
新規採用が必要

・数年後には、候補者が３０
名を大幅に下回る見込み
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水先業務運営の適確化

○水先人会による水先人の選任過程

が不透明

○水先人会の運営や経理が不透明

○事故を起こした水先人が特段の処置

なく業務を継続する等ユーザーに

対する責任を果たしていない

等

現行の水先業務運営の問題点

○引受水先人の選任に関するルールの策定、開示等
による明確化

○統一の会計基準による処理、財務情報の公開等に
より、水先人会の運営、経理の明確化

○ユーザー対応窓口や業務運営協議会の設置による
ユーザーサービスの向上

○上記措置の効果的な実施のため、水先人会を法人化
し、責任を明確にして遂行

等

水先人会の業務運営の見直し

○海難事故を起こした水先人、業務の怠慢等の水先人
に対する処分

○上記水先人に対する再教育等の実施

○上記措置の効果的な実施のため、水先人会及びその
連合会を通じて、自主・自律的に遂行

等

自主・自律的な水先業務運営の取組み
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水先料金規制の見直し

○ 水先人の自主性が発揮でき、業務効率化に繋がる。

○ ユーザーの意向等を踏まえ、柔軟かつ迅速に料金

設定ができる。

○ コストを適確に反映した料金設定が可能となる。

○ 行政の関与は、公益的なサービスとしての対価の

あり方に配慮しつつ、必要最小限のものとなる。

省令料金制度の廃止

水先料金規制の見直し

水先業務運営の効率化水先業務運営の効率化

○ トン数、距離をベースに全国一律
の基準で算定

○ 省令において規定

現行の料金制度

○ 水先人業務効率化のインセンティブ

が働きにくい

○ ユーザーの意向が反映されにくい

○ コストとの乖離

＜問題点＞ ・上限認可制（上限の範囲内で事前届出）

・料金変更命令

認可料金制の導入
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同一湾内における水先業務の一元化

＜ 現 行 ＞ ＜ 改 革 後 ＞

○ 乗継ぎの解消

○ １人の水先人で航行可能

ベイ・ハーバー水先区の統合

船社船社

水 先 人 会

入港

出港
入港

入港船

※ 入港、港間のシフト共に、１人の水先人で
業務が可能。

水先人Ａ

水先人Ｂ

※ 入港には、２人の水先人が必要であり、
港間のシフトには、３人の水先人が必要。

水先人Ａ

水先人Ｂ

水先人Ｃ

水先人Ｄ
水先人Ｅ

入港船

入港

出港

入港

船社船社

Ａハーバー水先人会

複数の水先人が乗り継いで業務実施 一人の水先人で業務実施

３つの水先人会で対応 １つの水先人会で対応

ベイ水先人会 Ｂハーバー水先人会

水先人

○ 足船の省略等によるコスト削減

水先人 水先人

※ 各水先人会では、それぞれの水先区を担当する水先人のみを確保している。
このため、通し業務には複数の水先人が必要となる。

水先人

※ ベイ・ハーバー水先区の統合により、１人の水先人で通し業務が可能となる。

水先人 水先人
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水先人の安全レベルの維持向上等を通じた安全確保

改 正 後

○免許の更新

・２級又は３級水先人であって
初めて免許を受けた者等一定
の要件に該当する者は、免許
の有効期間を短縮

・免許の更新機会に合わせ、
必要な知識技能の付加等を
図るための講習制度を創設

現 行 改 正 後 現 行

○強制水先の適用範囲
については、法令に
より規定

船舶交通のさらなる安全確保船舶交通のさらなる安全確保

水先人の知識技能の一層の向上 強制水先制度の見直し

人と対象の両面からの安全性の向上

問題点 問題点

○強制水先対象区域
と船舶が固定的で
あるため、水域の
実態に対応できな
い。

○免許更新
・５年毎
・知識技能等の

チェックなし

○実践的技能等の有無
をより一層適確に確
認する必要がある。

○水先人免許は、一度
取得した後は特段の
知識技能の付加等は
行っていない。

○緊急的・臨時的な強制水先
の適用

・一定規模の工事実施時
・海難の発生中

等において、緊急的・臨時的な
措置として、船舶交通事情等を
勘案し、水先人を乗り込ませ
なければならない船舶（トン数、
船種、積載物の内容等）、港又は
水域、期間等を国土交通大臣が
指定。
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